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(54)【発明の名称】 液晶表示素子

(57)【要約】
【課題】  高デューティー駆動による第１表示領域と低
デューティー駆動による第２表示領域とを混在させる場
合、第２表示領域を任意の位置に設定可能とする。
【解決手段】  導電性の光反射膜を有し、Ｘ電極群２３
とＹ電極群３１の各交点を表示の単位画素（１ドット）
とする内面反射型の液晶表示素子において、Ｘ電極群２
３とＹ電極群３１とにより形成される第１表示領域Ｄ１
と、単位画素が存在しない所定の大きさの第２表示領域
Ｄ２とを有し、この第２表示領域Ｄ２内に、上記光反射
膜よりなる第１対向電極を含む表示パターン６を形成す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  導電性の光反射膜上に電気絶縁層を介し
てＸ方向に沿ってストライプ状に形成されたＸ電極群を
有する第１電極基板と、上記Ｘ方向と直交するＹ方向に
沿ってストライプ状に形成されたＹ電極群を有する第２
電極基板とを周辺シール材を介して貼り合わせ、そのセ
ルギャップ内に所定の液晶を封入してなり、上記Ｘ電極
群と上記Ｙ電極群の各交点を表示の単位画素（１ドッ
ト）とする液晶表示素子において、
上記Ｘ電極群と上記Ｙ電極群とにより形成される表示領
域と、上記単位画素が存在しない所定の大きさの異表示
領域とを有し、上記異表示領域内には、上記各電極基板
に形成された第１および第２対向電極からなる所定の表
示パターンが設けられており、上記第１電極基板側の第
１対向電極およびその引き回し配線は上記光反射膜にて
形成されており、上記第２電極基板側の第２対向電極は
上記Ｙ電極群から選ばれた特定Ｙ電極に連設されている
ことを特徴とする液晶表示素子。
【請求項２】  上記異表示領域は、上記表示領域内で、
周辺が上記単位画素に囲まれている請求項１に記載の液
晶表示素子。
【請求項３】  上記第１対向電極の引き回し配線は、そ
の一部分が上記Ｘ電極群に属する所定のＸ電極と重なる
位置に配線されている請求項１または２に記載の液晶表
示素子。
【請求項４】  上記Ｘ電極群および上記Ｙ電極群の内、
一端側が上記異表示領域に面する上記Ｘ電極および上記
Ｙ電極は、それらの各他端が上記各電極基板の反対側に
引き出されている請求項２または３に記載の液晶表示素
子。
【請求項５】  上記Ｘ電極群および上記第１対向電極が
走査電極としてのコモン電極であり、上記第２対向電極
を含む上記Ｙ電極群が信号電極としてのセグメント電極
である請求項１ないし４のいずれか１項に記載の液晶表
示素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示素子に関
し、さらに詳しく言えば、一つの表示部内に異なるデュ
ーティー比で駆動される複数の表示領域を備えた液晶表
示素子に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示素子においては、基本的に各画
素に対応して一対の対向電極が設けられる。その典型例
は、コモン電極とセグメント電極とを直交するように組
み合わせてなるドットマトリクス型表示で、多くの場
合、時分割によるデューティー駆動方式（累積応答型マ
トリクス駆動方式）が採用されている。
【０００３】デューティー（ＤＵＴＹ）駆動方式の場
合、例えばコモン電極側が時分割的に走査されるとする
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と、その全コモン電極は同じデューティー比で駆動され
ることになる。
【０００４】したがって、携帯電話機の表示パネルを例
にして言えば、アイコン表示部とデータ表示部とがあ
り、その表示の使用頻度が異なる場合においても、両表
示部は同じデューティー比で駆動されることになるため
消費電力が大きくなる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】そこで、省電力化を意
図して、例えばアイコン表示部を低デューティーで駆動
し、データ表示部を高デューティーで駆動するような場
合、従来では、アイコン表示部の配線とデータ表示部の
配線とを別にして、それぞれの表示を独立的に制御する
ようにしている。
【０００６】しかしながら、引き回し配線などの都合
上、アイコン表示部の配置には制限が課せられ、従来に
おいては、アイコン表示部（低デューティー駆動領域）
はデータ表示部（高デューティー駆動領域）の外側部分
にしか配置することができなかった。
【０００７】一例として、周囲が高デューティー駆動の
ドットマトリクス表示で、そのドットマトリクス表示に
囲まれた中央部分が低デューティー駆動のアイコン的表
示であるような表示形態とすることはできなかった。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明は、このような課
題を解決するためになされたもので、その目的は、一つ
の表示部内に高デューティー駆動による第１表示領域と
低デューティー駆動による第２表示領域とを混在させる
場合、第２表示領域を第１表示領域内の任意の位置に設
定することができるようにした液晶表示素子を提供する
ことにある。
【０００９】上記目的を達成するため、本発明は、導電
性の光反射膜上に電気絶縁層を介してＸ方向に沿ってス
トライプ状に形成されたＸ電極群を有する第１電極基板
と、上記Ｘ方向と直交するＹ方向に沿ってストライプ状
に形成されたＹ電極群を有する第２電極基板とを周辺シ
ール材を介して貼り合わせ、そのセルギャップ内に所定
の液晶を封入してなり、上記Ｘ電極群と上記Ｙ電極群の
各交点を表示の単位画素（１ドット）とする液晶表示素
子において、上記Ｘ電極群と上記Ｙ電極群とにより形成
される表示領域（第１表示領域）と、上記単位画素が存
在しない所定の大きさの異表示領域（第２表示領域）と
を有し、上記異表示領域内には、上記各電極基板に形成
された第１および第２対向電極からなる所定の表示パタ
ーンが設けられており、上記第１電極基板側の第１対向
電極およびその引き回し配線は上記光反射膜にて形成さ
れており、上記第２電極基板側の第２対向電極は上記Ｙ
電極群から選ばれた特定Ｙ電極に連設されていることを
特徴としている。
【００１０】すなわち、本発明による液晶表示素子は内
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面反射型であり、その光反射膜を表示電極として用いる
ことにより、任意の位置に第２表示領域を設定すること
ができる。すなわち、上記第２表示領域は、上記第１表
示領域内で周辺が上記単位画素に囲まれるような位置に
配置されてもよく、従来には不可能であった新規な表示
を行なうことができる。
【００１１】この場合において、上記第１対向電極の引
き回し配線は第１表示領域を通って所定の端子部にまで
引き出されるため、必ず上記Ｙ電極群と交差する部分
（交点）が存在することになる。したがって、上記第１
対向電極に通電すると、その交点が点灯することになる
が、これを防止するには、上記第１対向電極の引き回し
配線を所定のＸ電極と重なる位置に配線すればよい。
【００１２】本発明によれば、所定のＸ電極およびＹ電
極は、異表示領域である第２表示領域で分断されること
になるため、それらＸ電極および上記Ｙ電極の各他端
は、各電極基板の反対側に引き出されることになる。
【００１３】この液晶表示素子を駆動するにあたって
は、上記Ｘ電極群および上記第１対向電極側を信号電極
としてのセグメント電極とし、上記第２対向電極を含む
上記Ｙ電極群を走査電極としてのコモン電極としてもよ
いが、第１表示領域と第２表示領域を異なるデューティ
ー比で駆動することを考慮すると、上記Ｘ電極群および
上記第１対向電極がコモン電極で、上記第２対向電極を
含む上記Ｙ電極群がセグメント電極であることが好まし
い。なお、本発明には、第１表示領域をデューティー駆
動とし、これに対して第２表示領域をスタティック駆動
とする態様も含まれる。
【００１４】
【発明の実施の形態】次に、本発明を図面に示されてい
る実施例により説明する。図１はこの実施例に係る液晶
表示素子の模式的断面図で、図２はその平面図である。
【００１５】まず基本的な構成として、この液晶表示素
子１は、裏面側の第１電極基板２と表面（表示面）側の
第２電極基板３とを例えばエポキシ系樹脂からなる周辺
シール材４を介して圧着してなり、そのセルギャップ内
には所定の液晶５が封入されている。
【００１６】第１電極基板２の内面側には、アルミニウ
ムなどの金属からなる光反射膜２１が形成されており、
その上に電気絶縁層２２が設けられている。電気絶縁層
２２上には、ＩＴＯ（インジウム・スズ酸化物）などの
透明導電膜からなり、Ｘ方向（図１において左右方向）
に沿ってストライプ状にパターニングされたＸ電極群２
３が形成されている。Ｘ電極群２３上には配向膜２４が
設けられている。
【００１７】第２電極基板３には、同じくＩＴＯなどの
透明導電膜からなり、Ｙ方向（図１において紙面と直交
する方向）に沿ってストライプ状にパターニングされた
Ｙ電極群３１が形成されており、その上には配向膜３２
が設けられている。
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【００１８】この構成から分かるように、この液晶表示
素子１の基本的な表示形態は、Ｘ電極群２３とＹ電極群
３１との各交点を単位画素（１ドット）とするドットマ
トリクス型表示であるが、図２に例示されているよう
に、このドットマトリクス表示領域の中央部には、単位
画素が存在しない所定の大きさの異表示領域が設けられ
ている。以下の説明において、ドットマトリクス表示領
域を第１表示領域Ｄ１とし、異表示領域を第２表示領域
Ｄ２とする。
【００１９】すなわち、Ｘ電極群２３が２３ａ～２３ｍ
までのｍ本のＸ電極を含み、また、Ｙ電極群３１が３１
ａ～３１ｎまでのｎ本のＹ電極を含んでいるとすると、
Ｘ電極群２３内の例えばＸ電極２３ｅ～２３ｈおよびＹ
電極群３１内の例えばＹ電極３１ｇ～３１ｋは第２表示
領域Ｄ２によりそれぞれ分断されている（図４，図５参
照）。この場合、参照符号のサフィックスであるアルフ
ァベットはａから数えての順序を意味するものでない。
また、ｍ，ｎは任意の整数で、ｍ＝ｎであってもよい。
【００２０】第２表示領域Ｄ２内には、所定形状の表示
パターン（この実施例では円形パターン）が設けられて
おり、以下これをアイコンパターン６として説明する。
このアイコンパターン６は、一対の対向電極、すなわち
第１電極基板２側の第１対向電極６１と、第２電極基板
３側の第２対向電極６２とを備えている。
【００２１】図３には第１電極基板２に成膜された光反
射膜２１が示されているが、本発明において、第１対向
電極６１は光反射膜２１により形成されている。光反射
膜２１はアルミニウムなどの金属膜からなり、この金属
膜を部分的に切り離すことにより第１対向電極６１およ
びその引き回し配線６１１が形成されている。
【００２２】この電極形成方法としては、第１電極基板
２のほぼ全面にわたって光反射膜２１を例えばスパッタ
により成膜した後、その一部分を例えばレーザーにより
トリミングしてもよいし、あるいは光反射膜２１を第１
対向電極６１および引き回し配線６１１を有するパター
ンとして成膜するようにしてもよい。なお、光反射膜２
１は、一つのブロック内に第１対向電極６１およびその
引き回し配線６１１が形成可能であることを条件とし
て、数ブロックに分割されていてもよい。
【００２３】いずれにしても、引き回し配線６１１はＸ
電極群２３内の任意の１本のＸ電極位置的に重なるよう
に配線されることが好ましい。この実施例では、光反射
膜２１は１００ｎｍ厚のアルミニウム膜からなり、第１
対向電極６１および引き回し配線６１１を形成するため
の切り込み幅は１０μｍである。
【００２４】第２電極基板３のＹ電極群３１が示されて
いる図５を参照すると、第２対向電極６２は、Ｙ電極群
３１と同じくＩＴＯにより形成されており、Ｙ電極群３
１内の所定のＹ電極３１ｉにつなげられている。すなわ
ち、Ｙ電極３１ｉが第２対向電極６２の引き回し配線と
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5
して用いられている。
【００２５】この実施例においては２画面駆動法が採用
されており、図５に示されているように、Ｙ電極群３１
はその全電極が２つに分割されている。Ｘ電極群２３に
ついては、図４に示されているように、特定のＸ電極２
３ｅ～２３ｈが第２表示領域Ｄ２により左右に分断され
ており、その各々は反対側の端子部に引き出されてい
る。
【００２６】また、この実施例ではＸ電極群２３および
アイコンパターン６の第１対向電極６１が走査電極側と
してのコモン電極であり、Ｙ電極群３１が信号電極側と
してのセグメント電極とされている。Ｘ電極群２３を第
１コモン電極とすれば、第１対向電極６１は第２コモン
電極である。
【００２７】Ｘ電極群２３と第１対向電極６１は異なる
デューティー比で駆動される。例えば、Ｘ電極群２３が
１／２４０デューティーで駆動されるとすると、これに
対して第１対向電極６１は例えば１／３２デューティー
で駆動される。なお、第１対向電極６１はスタティック
駆動であってもよい。いずれにしても、本発明によれ
ば、Ｘ電極群２３とＹ電極群３１とからなるドットマト
リクス表示内に、低デューティー駆動によるアイコンパ
ターン６が表示される。
【００２８】なお、アイコンパターン６は第１表示領域
内の第２表示領域Ｄ２に配置されているため、その第１
対向電極６１の引き回し配線６１１はＹ電極群３１内の
いずれかのＹ電極と交点を持つことになる。
【００２９】したがって、第１対向電極６１の通電時に
その交点部分が点灯することになるが、引き回し配線６
１１をＸ電極群２３内の任意の１本のＸ電極位置的に重
なるように配線することにより、その点灯を防止するこ
とができる。その理由を図６により説明する。
【００３０】図６はＸ電極およびＹ電極と第１対向電極
６１の引き回し配線６１１の関係を模式的に示した側面
図である。この例では、引き回し配線６１１の上にＸ電
極２３ｆが位置し、このＸ電極２３ｆに対して所定本数
のＹ電極が交差することになるが、図６にはその内の１
本のＹ電極３１ｄのみが示されている。このＹ電極３１
ｄは図６の紙面と直交する方向に延在するが、説明の便
宜上、Ｘ電極２３ｆと平行に描かれている。
【００３１】Ｘ電極２３ｆとＹ電極３１ｄとの間に電圧
Ｖ１が印加されると、液晶５の両端には静電容量Ｃ１が
発生する。この静電容量Ｃ１は、Ｘ電極２３ｆとＹ電極
３１ｄとの間にオフ電圧を含めて電圧Ｖ１がかけられて
いる限り保持される。
【００３２】また、第１対向電極６１への通電により、
引き回し配線６１１とＹ電極３１ｄとの間に電圧Ｖ２が
印加されると、それらの間に静電容量Ｃ２が発生する。
これと同時に、引き回し配線６１１とＸ電極２３ｆとの
間には、電圧Ｖ１－Ｖ２に基づいて静電容量Ｃ３が発生*
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*する。
【００３３】液晶パネルの構造上、静電容量Ｃ１とＣ３
は直列に接続された状態となるため、次式が成立する。
１／Ｃ２＝１／Ｃ１＋１／Ｃ３
【００３４】上記したように、静電容量Ｃ１はＸ電極２
３ｆとＹ電極３１ｄとの間の電圧Ｖ１に依存するため、
引き回し配線６１１とＹ電極３１ｄとの間の静電容量Ｃ
２が変化しても、引き回し配線６１１とＸ電極２３ｆと
の間の静電容量Ｃ３が変化するだけで、静電容量Ｃ１は
変化しない。よって、引き回し配線６１１とＹ電極３１
ｄとの交点で点灯は生じない。
【００３５】以上、本発明の実施例を説明したが、本発
明はこれに限定されない。第２表示領域Ｄ２は矩形のみ
ならず、円形や楕円形それに三角形など任意の形状に変
形可能である。同様に、アイコンパターン６について
も、種々のシンボルマークやキャラクタ図形などにする
こともできる。また、例えばバーグラフ的な可変形状と
することも可能である。さらには、Ｘ電極群２３をセグ
メント電極側とし、Ｙ電極群３１をコモン電極側として
もよい。
【００３６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
内面反射型の液晶表示素子において、その導電性光反射
膜の一部分を表示電極とすることにより、一つの表示部
内に高デューティー駆動による第１表示領域と低デュー
ティー駆動による第２表示領域とを混在させる場合、第
２表示領域を第１表示領域内の任意の位置に設定するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示素子の一実施例の内部構
造を模式的に表した断面図。
【図２】上記実施例の模式的な平面図。
【図３】上記実施例で第１電極基板側に形成される光反
射膜を示した平面図。
【図４】上記実施例で第１電極基板側に形成されるＸ電
極群を示した平面図。
【図５】上記実施例で第２電極基板側に形成されるＹ電
極群を示した平面図。
【図６】光反射膜よりなる引き回し配線、Ｘ電極および
Ｙ電極の電気的な相対関係を説明するための説明図。
【符号の説明】
１  液晶表示素子
２  第１電極基板
２１  光反射膜
２２  電気絶縁層
２３  Ｘ電極群
３  第２電極基板
３１  Ｙ電極群
４  周辺シール材
５  液晶



(5) 特開２００１－２１５５２１
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６  アイコンパターン
６１  第１対向電極 *
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*６１１  引き回し配線
６２  第２対向電極

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】
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